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１．はじめに 

事務所、店舗、学校、病院などの業務に使用す

る建築物からの二酸化炭素排出量は、1990年と比

較して31.2%増加(2009年度時点)しており、住宅と

ともに一層の対策が求められている。これを受け

て国総研では2008～2010年度に「業務用建築の省

エネルギー性能に係る総合的評価手法及び設計法

に関する研究」を実施し、建築・設備システムの

実際の使用状況におけるエネルギー消費量につい

て調査を行い、実働性能に基づくエネルギー消費

量推計手法の検討を行ってきた。 

２．建築設備のエネルギー消費量に関する調査 

 建築・設備のエネルギー消費量は、設備システ

ムの構成のみならず、建築物の使用実態によって

も大きく変わってくる。「業務用建築の省エネル

ギー性能に係る総合的評価手法及び設計法に関す

る研究」では、事務所建築を中心に既存のエネル

ギー消費量データの分析を進めるとともに、より

精緻なモデル化を図るための詳細なデータ取得を

行った。空調に関しては、中央式空調システム(熱

源、補機、搬送系)の詳細な計測から、機器および

空調システムとしての特性を検討した(図１)。ま

た、空調負荷となる室内OA機器(事務所対象)や、 
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図１ 空調システムの実働効率評価結果 

冷凍冷蔵設備(小売店舗対象)等について、計測を

実施し、機器の挙動と消費電力、発熱量の関係の

モデル化を行った。また、エレベーター・照明に

関する使用状況と電力消費量の調査を行い、技術

資料の作成を行った。 

３．建築物省エネルギー基準の改定に向けて 

年間熱負荷係数(PAL)及び設備システムエネル

ギー消費係数(CEC)により評価が行われてきた建

築物の省エネルギー基準は2012年度の改定が予定

されており、現在検討を進めている。新しい基準

では建物の外皮・開口部性能や設備システム(空調、

換気、照明、給湯、昇降機(図２))を建物全体の「一

次エネルギー消費量」により評価する方法を導入

する見込みである。この評価法は、「住宅事業建

築主の判断の基準」で既に導入されている評価法

と同様な考えに基づいており、将来の義務化も視

野に入れた体系となっている。 

 

図２ 評価対象となる建築・設備システムの例 
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１．はじめに 

東北地方太平洋沖地震に端を発した全国的な電

力の逼迫は長期間に及ぶ可能性があり、再生可能

エネルギーである水力発電のさらなる活用・促進

が期待されている。国土交通省・水資源機構管理

のダムでは、既に全国28ダム（平成23年1月時点）

において、ダムからの維持放流や利水放流を利用

した管理用発電設備を設置し、ダム管理のための

電力をまかなう一方、余剰電力を売電することに

よってダムの維持管理費を削減してきた。今後、

昭和50年代半ばに設置された初期の管理用発電設

備で運用開始から30年以上が経過し、機器の更新

や維持管理費の増加が見込まれる。また、さらな

る発電量増加のためにも、新規発電機設置の費用

対効果を高める維持管理の効率化は不可欠である。 

本研究では、河川流域の未利用水力エネルギー

のさらなる活用に向けて、管理用発電設備の効率

的な維持管理方策を検討した。 

２．ダム管理用発電設備の維持管理の現状 

 管理用発電においては、発電停止は管理用電力

の買電による維持管理費の増大と売電収入の減少

につながるため、停止期間をできるだけ短くする

必要がある。上記の管理用発電設備を有する28ダ

 

写真１ 管理用発電設備（寒河江ダム） 

ムに対し、発電機器の点検、更新等の維持管理に

係るアンケートを行った。この結果、点検、故障

等による発電停止日数は平均14.7日/年、うち発電

機器やゲート設備等の定期的な点検に伴う発電停

止は平均4.1日である。しかし、機器の分解整備に

よる点検を実施すると、平均41.8日の発電停止を

伴う。発電機器の故障による発電停止も件数は16

件に過ぎないが、復旧に要する停止期間は平均

41.3日と影響が大きい。また、故障による発電停

止は、運用開始から平均14.2年後に発生している。

なお、機器の更新実績は現状ではほぼ全てが電気

部品であり、更新年数の平均は19.7年であった。 

３．管理用発電設備の効率的な維持管理方策 

アンケートに基づく維持管理費の分析より、点

検整備費の約3/4は分解整備費が占めていること

が見出された。また、分解整備の実施理由は、各

部品の一般的な点検周期に基づくもの（時間計画）

が全体の約3/4を占めていた。このことから、整備

不足による故障を生じない程度の低頻度で分解整

備を実施することによって、維持管理費をより低

減できる可能性がある。本研究ではさらに、重要

度と復旧期間を踏まえ、部品毎の更新のあり方（予

防保全、事後保全）の分類を行った。現状では故

障・更新の実績データが限定的であるため、適正

な点検・更新頻度を決定するためには、今後、継

続的なデータ蓄積が必要である。 

４．今後の検討方針 

今後は、水力エネルギーのさらなる活用可能性

を探るため、管理用発電設備の新たな設置箇所の

抽出や多目的ダムにおける貯水位運用の変更等に

よる増電策と、実施にあたっての河川環境への影

響や制度上の制約等の諸課題について検討する。 
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